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すごい出生数の減少、これ
からが心配。人口を維持す
るには２．０７の合計特殊
出生率が必要だそうよ！
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２０２２年の
日本の健康寿
命は、男性
72.57歳、女
性が75.45歳
です。
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Ⅰ はじめに

育児・介護休業法の一部改正と就業規則等の整備について

① 就業規則等の整備の必要性

ア 育児介護休業法は、育児や介護に関わった労働者に関し、事業主が措置すべき休暇、休業、勤務時間、
賃金について規定しています。これらは、就業規則等に規定がなくても、強行的に適用されます。
一方、就業規則を定める労基法第８９条には、始業及び終業時刻、休暇や休業、賃金に関することは、就
業規則への規定を欠くことができない事項(絶対的記載事項）となっていますので、これを欠く就業規則は
認められませんし、そもそも社員の方に制度がわかりません。

イ 育児介護休業法には、仕事と育児・介護を両立できるようにするため事業主が講ずべき措置等の義務
付けや、子の看護等休暇や、介護休暇など育児・介護に係る労働者の権利も同時に規定されており、就業
規則等が無いと権利義務の行使に支障が出る可能性があります。

ウ 法は、すべきことの最小限の規定であり、その規定を基本に様々なリーフレットやネット情報が流れ
ている。職場ルールは、法規定以上のものとするか、法整合性を取る必要があり、法改正のつど改正しな
いと、法の水準を下回る違法なものとなる可能性がある。
エ 育児介護休業法には、文書をもってい個別周知、意向確認の規定もあり、法と就業規則等との整合性
がとれていないとトラブルのもととなる。
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Ⅱ 法令和7年4月１日施行改正育児・介護休業法について

名称に「等」が

厚労省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より

運動会などは対象
外，ただし会社が
制度としてするこ

とは可

3月31日まで
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介護休暇関係

新設
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新設

新設
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新設
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新設

Ⅲ 法令和7年10月1日施行改正育児・介護休業法について
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この中から２つを選択するに当たっては、過半数組
合、労働者の代表の方の意見を聴く必要があります。
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新設

１４



新設
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Ⅳ 令和7年４月施行 育児関連給付の雇用保険法の一部改正について

１ 出生後休業支援給付と育児時短就業給付が追加された。

改正前

育児休業給付
育児休業給付金

出生時育児休業給付金

賃金日額６７％（181目以降５０％～）

出生時育児休業給付金（産後パパ育休時に（賃金
日額６７％（上限28日））

出生後休業支援給付

育児時短就業給付

出生後休業支援給付金

育児時短就業給付金

育児休業給付の上乗せ、賃金日額の１３％（上限
28日）～パパ、ママを問わず

2歳未満の子を養育中の者の時短就業者に支
援（給与に１０％上乗せ

６７％＋１３％＝８０％～休業給付は、所得税、社会保険料免除出、手取り100％確保、

（例）基本給30万円、所定労働時間8時間、時短勤務で6時間の勤務中
時短時の月収２２５，０００円＝３００，０００円×6/8
育児時短就業給付金２２，５００円＝225，000円×１０％
当該月の実際の給与額 225，000円＋２２，５００円＝247，500円

育児休業等給付

改
正
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出生後休業支援給付金

【目的】男性の育児休業取得促進
【支給要件】

① 両親が子の出生後8週間以内にそれぞれ14日以上の育児休業を取得すること。
② 特例～配偶者が育児休業を取得でできない場合（死亡・行方不明・雇用保険未加入・産

前産後休業中）でも支給対象となる。
【給付率】賃金日額の１３％（最大28日）
【申請手続】事業所を所管するハローワークに必要書類提出

イメージ

出生日

妻

夫

8週間目

産後休業 育児休業

1歳到達

産後パパ育休

出生時育児休業
給付金６７％

支援給付金１３％

出産手当金（標準報酬日額２／３） 育児休業給付金６７％ 育児休業給付金５０％

支援給付金１３％

28日限度

28日限度
【要件】
①原則として雇用保険に12月以上加入実績があること
②産後パパ育休を14日以上取得していること
③原則として夫婦とも出生後育休を取得していること
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育児時短就業給付金

【目的】育児と仕事の両立支援
【支給要件】
① 2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業していること
② 育児休業から復帰後、時短勤務を開始すること
③ 賃金が時短勤務開始前と比較して低下していること
【給付率】

育児短時間就業中の各月に支払われる賃金１０％（ただし、支給額と賃金額の合計が育児時短就業開始前賃
金額を超えないように調整される。）
【支給期間】
育児時短勤務開始日から子が2歳に達する月の末日まで
【申請手続】
事業所を管轄するハローワークに必要書類を提出する

具体例

● 女性社員が、育児休業から復帰後、1日6時間の時短勤務を開始し、賃金が復職前より低下し
た場合、育児時短就業給付金の支給対象となる。
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育児時短就業給付金の受給イメージ

育児休業

育休復帰

所定労働時間の短縮（育児時短就業）

2歳

育児時短就業給付金（１０％）

要件

① 原則として雇用保険に12月以上の加入実績があること
② （育児時短就業給付金＋時短就業中の給与）が時短就業開始前給与額を超えないように調整
される。
③ 支給は子が2歳に達する日の属する月の末日まで
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Ⅴ 育児支援～会社の実務 見直しの内容
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１ 本人から、妊娠したとの申出がされた。或いは，社員から妻が妊娠したと申出があったとき。

会社の対応

◎申出者の次の事項を個別周知・意向聴取は、次頁以降の厚労省の作成した文書例を参考に、会社のものを
作成し、それを活用して、制度説明と意向の聴取をすることになります。
(制度説明）

①育児休業に関する制度
②育児休業申出等（育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。）の申出先
③雇用保険法の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間ついて負担すべき社会保険料や税負担について

(聴取の内容）
⑤勤務時間帯（始業及び終業の時刻）、勤務地(就業の場所），両立支援制度等の利用期間、仕事と育児

の両 立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等）

◎方法として
①面談（オンライン可）②書面の交付 ③ファックス ④電子メール
※ ③及び④は、労働者が希望する場合に限ります。

(配慮の内容）
事業主として意向の内容を踏まえた検討を行うこと。その結果、何らかの対応を行うか否かを。自社の状

況に応じて決定する。対応が難しい場合は、困難な理由を丁寧に説明する等の対応が重要となります。

※予め、会社（事業主）は、法律に沿って必要事項を定めて置く必要があります。
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厚労省の様式が用意されています。
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Ⅵ 介護支援～会社の実務
（１） 企業が仕事と介護の両立支援に取り組む意義

○ 介護が必要となり、従業員が仕事との両立を実現できない場合、結果として、従業員本人 のパ
フォーマンスの低下や介護離職などにつながり、企業業績に影響を及ぼす可能性があります。

○ 家族の介護・看護を理由とする離職者数、年間10万6千人

○ 介護をしながら仕事をする労働者数、約365万人⇔75歳過ぎると要支援・要介護となる比率が向上

○ 介護の平均期間 ５５．０箇月（4年7箇月）、10年以上も１４．８％

○ 介護を理由に離職しても、経済面、肉体面、精神面のいずれも負担が増す。
⇒⇒離職せず働き続けられるよう支援が必要。

○ 離職理由は、両立支援制度を利用し難い雰囲気や、介護保険サービス等を知らないこと

少子高齢化 核家族化

終わりが予測出来ない
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（２）
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（３）要介護状態とは 要介護度の認定は、市町村等への申請、認定調査、主治医の意見書に基づく審査・判定で決定

４０



４１



４２



４３



（４）企業の取り組み実務のイメージ
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介護離職防止のための雇用環境整備向けて

企業による社員の仕事と介護に両立支援に向けた実務的支援ツール(厚労省、令和7年7月発出）よ
り
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ステップ１ (介護離職防止のための環境整

備）

①研修の実施 ②相談窓口の設置 ③事例収集・
提供 ④利用促進に関する方針の周知
企業は、この中のいずれかを実施することが必要

研修では実
際何を伝え
ればよいの
かな？
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人事・制度担当者 向け
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要介護認定を受けるには、まず、住所地の市町村の窓口(又は地域包括
支援センター）に要介護認定申請していただく必要があります。その
後、担当職員の訪問調査、市町村が申請時指定した医師が意見書を作
成し、それらを基に介護認定審査会で審査し、要介護度が判定されま
す。
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相談窓口に
行って､まず、
相談したら！
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● 介護の相談は個
別性・専門性が高く、
介護に関する相談を
含めて対応する場合
には、勤務先の影響
を受けない外部の相
談窓口を設置してい
るケースもあるよ。
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（事例の収集・提供に当たって対応すべきこと

 自社の利用事例を収集し、仕事と介護の両立に関する制度と介護保険制度等による介護
サ ービス等を組み合わせて、実際に、仕事と介護を両立している例をとりまとめ、イントラ
ネッ ト等に掲載すること。  
● この際、介護を行っている・介護に直面していることを職場で明らかにしたくない等の事
情 を抱える者もいること等に対する配慮（プライバシーへの配慮）を行う。  自社において、
事例の集積がない場合等は、厚生労働省「介護支援プラン策定マニュアル」 P110～113の
「両立制度と介護サービスの組み合わせ例」を参考にすることも考えられ る。
＊ 障害児・者や医療的ケア児・者であっても常時介護を必要とする状態の判断基準に該当す
れば介護 両立支援制度等を利用できる。

● 仕事と介護の両立に関する事例の共有に当たっては、社内の仕事と介護の両立
を経験し た社員らを交えた定期的な座談会、セミナー（オンライン）等も有効。 
● セミナーでは、議論の円滑化や有益なアドバイスを得ることを目的として、ケ
アマネジャー 等にファシリテーターを依頼することも有効と考えられる。 ５３



企業が「介護休暇や介護休業など両立支援制度の利用に関する方針の周知」に 取り組む際の「心構え」 
● 企業として、社員に寄り添って就業（キャリア）継続を後押しする姿勢やトップからのメッセ ージを示
すこと。 
● 介護両立支援制度等の趣旨を正しく伝えた上で、「必要に応じた制度利用」が図られるよ う、正しく周
知すること。 
● 介護に直面した場合の「申出先」・「相談窓口」の周知や研修等の案内により、社員の行動を 促すこと。

（４）介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知の場合 

（方針の周知に当たって対応すべきこと）

  社員の就業（キャリア）継続に向けて企業が支援する姿勢を示す。⇒この際、トップダウンの姿 勢を

明確化しておくと効果的。
 ● 会社の方針として、介護両立支援制度等を整備し、仕事と介護の両立を支援することを社 員に周知する。
 

 制度の趣旨を正しく伝える
 ● 仕事と介護を社員が両立できるよう支援する観点から、介護両立支援制度等の趣旨を踏 まえ、必要に応
じた制度利用が図れるよう、正しく周知する。 ＊ 障害児・者や医療的ケア児・者であっても常時介護を必
要とする状態の判断基準に該当すれば介 護両立支援制度等を利用できる。  分かりやすく目立つように周
知する 
● 事業所内の食堂・休憩室などの目立つところや、社員全員が見ることができるイントラネ ット上の掲示
など、より社員に周知する方法を検討する。

● 介護は誰にでも起こりうる問題であるにもかかわらず、キャリアへの影響をおそれ、社員が 
言い出しにくい場合があるよ。そのため、仕事と介護の両立支援に関する経営トップからのメ ッ
セージや企業の考え方を、研修等の機会も捉えて、定期的に繰り返し社員に伝えていくこ とが重
要。 ５４



step２． 両立支援制度等に関する早期の情報提供

１ 社員が40歳になったら 

介護保険料の納付が始まることに加えて、介護離職者が急激に増加し始める年代にあ たることからも、こ
の時点で情報提供を行うことにより、当事者意識をまだ持っていな い社員も含めて、介護の課題に直面す
る前の意識啓発を行う。対象者を一堂に集めて 情報提供を行うことも可能。

２ 企業が「早期の情報提供」に取り組む際の「心構え」 

● 介護に直面した場合には、
① 職場にその課題を伝え、
② 地域包括支援センター等に自らの 働き方の希望を含め相談し、
③ 必要に応じて、勤務先の「介護両立支援制度等」や、「介護保 険制度等による介護サービ

ス」の利用を検討するよう、理解を促すこと。 

● 介護は予期せず、突然やってくる場合があることなどを伝え、社員が当事者意識を持つこ とが
できるように促すこと。
 
● 介護休暇や介護休業など「介護両立支援制度等の趣旨」を正しく伝え、利用の際の「申出 先」
や「相談窓口」を伝えておくこと。
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最初の相談窓口として、地域包括
支援センターを 利用できることや
ケアマネジャー・ケアプランも
知っておくことも重要。
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人事/制度担当者等 向け

step３． 1 介護に直面した旨の申出をした労働者への個別の周知・意向確
認

企業が「個別周知・意向確認」に取り組む際の「心構え」 

● 仕事と介護の両立について必要な情報提供を行うとともに、社員が介護に直面しても就業（キャリア）を継
続できるよう、企業として社員本人や周囲の社員の働き方のマネジメン トを通じて支援する方針を伝えること。
 ● 介護休業は介護の体制を整えるためのものであることなど、介護両立支援制度等の趣旨を理解した上で、必
要に応じて活用することが重要であることを伝えること。
● 介護保険制度等による介護サービスを利用し、「自分で介護をしすぎない」ことが重要で あることを伝える
こと。

（個別の周知・意向確認を行うに当たって対応すべきこと）

◆ 情報提供すべきこと
 法定の介護両立支援制度等

 ● 法律で定められた介護両立支援制度等について、制度の趣旨を正しく伝えること。
＊ 障害児・者や医療的ケア児・者であっても常時介護を必要とする状態の判断基準に該当すれば介 護両立支援制度等を利
用できる。 

 自社独自の両立支援制度の具体的内容 ※法を上回る措置を設けている場合等 
● 介護休暇の有給化、年次有給休暇の積立制度等を設けているケースなど
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 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 
● 人事部や上司などを申出先として周知する。その上で、介護に直面した場合には、職場に その課題

を伝え、必要に応じて、勤務先の「介護両立支援制度等」や、「介護保険制度等に よる介護サービス」
の利用を検討するよう、理解を促すこと。

  介護休業給付金に関すること 
● 原則、休業開始時の賃金の67%が給付されること。 

 介護保険制度の基礎知識 
● 仕事と介護の両立を図る上では、要介護（要支援）認定を受け、介護保険制度等による介護サービ

スを利用し、「自分で介護をしすぎない」こと 
⇒ 介護の専門家に直接的な支援を任せることで、質の高い介護サービスを受けることが でき、社員も希
望する働き方を継続できる。

（人事/制度担当者等 向け）

 ● 介護に直面した際の各市町村における最初の相談窓口として、地域包括支援センターを利用できる。
● 要介護（要支援）認定がされた後、在宅介護を希望する場合等は、ケアプランを作成するケ アマネ
ジャーとの相談が重要になる。その際、「ケアマネジャーに相談する際に確認してお くべきこと
チェックリスト」なども活用し、自らの働き方に関する希望も伝えながら相談す ることが重要。

５８



５９



山梨働き方改革推進支援センターについて

働き方改革推進支援センターは、厚労省が全国47都道府県に設けた「働き方
改革の推進のための相談窓口」です。

専門のコンサルタント(社会保険労務士）常駐して相談に応じるほか、皆様の
要望に応じて会社等へ派遣することもできます。

国の設置した相談窓口であり、費用の負担はありませんの気楽にご活用でだ
さい。

Ⅶ おわりに

今回、4回のシリーズで行いましたが、皆様のなかで開催を希望するテーマが
ありましたら、センターにご連絡お願いいたします。

長時間ありがとございました。
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